
道路構造物アセットマネジメント事業 

○道路構造物を取り巻く現状 

▼笹子トンネル天井版崩落事故（H24.12.2） 
 被害：道路利用者９名死亡、２名負傷の大事故 

トンネル本体ではなく、 

附属構造物が落下した 
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▼道路法の改正（H25.6） 
・定期点検の義務化 
・点検要領に基づく健全性の診断 
 
▼メンテナンスサイクルの構築向け始動 

…適切な更新年数で各部材 
 について近接目視を実施 

…統一的な尺度で健全度の 
 判定区分を設定し、診断を実施 

…点検結果に基づき計画的に 
修繕・更新 

…点検・措置結果を取りまとめ、 
 評価・公表（見える化） 

※点検後、５年以内に措置を講ずる 
 ことが望ましいとされている 

本市でも、道路照明灯倒壊（H26.8） 
 
【事例】 
南区桃山台で 
道路照明灯が 
倒壊 
 
【原因】 
支柱基部の 
腐食に伴う 
孔食（穴） 

○点検対象の道路構造物 

▼判定基準 

（道路照明灯） 

門型 

道路構造物 構造物名 対象数 

道路附属物 

道路照明灯 15,678基 

案内標識 2,071基 

トンネル 2基 

カルバート 38基 

道路法面 

防災点検 41箇所 

道路土工 30箇所 

路面下空洞 路面下空洞 323km 

区分 定 義 

Ⅰ 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態 

Ⅱ 
予防保全
段階 

構造物の機能に支障が生じていないが、予防
保全の観点から措置を講ずることが望ましい
状態 

Ⅲ 
早期措置
段階 

構造物の機能に支障が生じる可能性があり、
早期に措置を講ずべき状態 

Ⅳ 
緊急措置
段階 

構造物の機能に支障が生じている、又は生じ
る可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき
状態 

（案内標識） （カルバート） 

（路面下空洞） 

○点検結果と補修計画 

（道路法面） 

＜道路構造物＞ 
・Ⅳ判定（緊急に措置を講ずべき状態） 
 道路照明灯： ２３基 →即撤去対応済 
・Ⅲ判定（早急に措置を講ずるべき状態） 
 道路照明灯：３７７基 
 案内標識 ： ３４基 →順次対応中 
 カルバート：  １基 
＜道路法面＞ 
・定期監視 ： ４１箇所 
＜路面下空洞＞ 
・空洞確認 ： ５７箇所→順次対応中 

【基部の損傷】 
H28点検堺区 
大阪臨海線 

【支柱部の損傷】 
H28点検南区 
赤坂台庭代台線 

▼Ⅳ判定の事例（道路照明灯） 

▼Ⅲ判定の事例（案内標識） 

【結合部の損傷】 
H28点検堺区 
臨海１号線 

【標識板の劣化】 
H27点検南区 
堺泉北環状線 

老朽化が進行し、倒壊等の危険性有り！ 

▼Ⅲ判定の事例（カルバート） ▼道路法面監視の事例 ▼空洞の確認例（堺狭山線） 

アスファルト層 
４３ｃｍ 

空洞厚 
７０ｃｍ 

空洞厚が大きく、 
陥没の危険性が高い 

標識等維持管理計画（H29.3） 
トンネル・カルバート維持管理計画（H30.3） 
道路照明灯維持管理計画（H30.3） 
舗装維持管理計画（H29.5） 
道路土工維持管理計画（H31.3予定） 

○法令で定められた施設の維持管理計画がすべて整う 
○点検・調査及び補修・更新の費用は、国費や公適債（３０％
の交付税算入のある起債）を活用 ※交付金や適債性の基準に合致する項目に充当 

【擁壁の浮き】 
堺狭山線 

【カルバートが折れている】 
宮山台茶山台線 

点検結果を踏まえ、各施設 

ごとに点検頻度や補修の 

考え方、補修費用などを 

整理した「維持管理計画」を 

策定 

市民生活 
に密接 

進む 
老朽化 

 安心 
・安全 

○すべての施設を一斉に更新することは財政面を圧迫！ 
○計画的・効率的な維持管理により、予算を平準化し、市民の
安全・安心を確保するアセットマネジメントの考え方が必要！ 

維持管理 

※数値はH30.3末現在 
※老朽化は今後も進展 


